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基本方針 

令和５年７月の大雨等による被害や気候変動の影響を踏まえ、令和５年度補正予

算と一体として「５か年加速化対策」も活用し、国土強靱化のための治水対策等を着

実に進めるとともに、令和６年度に厚生労働省より移管される水道整備・管理行政に

ついて、上下水道一体で取り組み、機能強化を図る。 

＜令和６年度予算で取り組む主要事項＞ 

・流域治水の加速化・深化（流域治水プロジェクト 2.0 の展開） 

・インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現                                                

・流域ビジネスインテリジェンス（BI）による防災・減災 DX の推進 

・ダム等におけるＧＸや下水汚泥資源の肥料活用によるエネルギー・食料課題へ

の対応 

・流域における良好な自然環境や水辺環境の創出による地域活性化の推進 

・水道整備・管理行政の移管に伴う機能強化 

 

 

令和６年度予算の基本方針 
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予算の規模 

○一般会計予算                         10,535 億円 

一般公共事業費  10,068 億円 
うち、河川関係 7,377 億円、砂防関係 1,393 億円、海岸関係 170 億円、 

上下水道関係 30 億円、水道関係 171 億円、下水道関係 926 億円 
災害復旧関係費  466 億円 

○東日本大震災復興特別会計予算（復興庁所管）       65 億円 

予算の内訳 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

対前年度

倍　率

一般公共事業費 10,068 9,880 1.02
治　山　治　水 8,692 8,688 1.00
治            水 8,522 8,518 1.00
海            岸 170 170 1.00

住宅都市環境整備 249 249 1.00
都市水環境整備 249 249 1.00
上　下　水　道 30 0 皆増
水　　　　　道 171 170 1.01
下　　水　　道 926 773 1.20

<536> <532> 1.01
466 482 0.97

公共事業関係 10,535 10,362 1.02
行政経費 10 10 0.99
合　　計 10,545 10,372 1.02

事　　　項 令和6年度 前　 年 　度

災害復旧関係費

対前年度

倍　率

治水 0.00 0.02 皆減

災害復旧関係費 65 53 1.24
合　　計 65 53 1.24

事　　　項 令和6年度 前　 年 　度

○一般会計予算（国費） 

○東日本大震災復興特別会計予算（復興庁所管） 

（上記以外に、省全体で社会資本総合整備（復興）162 億円がある。） 

 （四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。） 

単位：億円 

単位：億円 

1．上記計数には、 
（1）デジタル庁一括計上分を含まない。 
（2）個別補助化に伴う増分 176 億円を含む。 

2．＜＞書きは、水管理・国土保全局以外の災害復旧関係費の直轄代行分を含む。 
（上記以外に、省全体で社会資本整備総合交付金 5,065 億円、防災・安全交付金 8,707 億円がある。） 

（四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。） 
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主要事項 

１．流域治水の加速化・深化  ［5,992億円］ 

気候変動による水災害の激甚化・頻発化に対応するため、ハード・ソフト一体の事前防災

対策を加速するとともに、水災害リスクを踏まえ特定都市河川の指定を拡大する等、流域のあ

らゆる関係者が協働して一体的に取り組む「流域治水」を推進。 

２．インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現      

［2,409億円］ 

予防保全によるライフサイクルコストの縮減・平準化を図るため、長寿命化計画に基づく定

期点検等により確認された修繕・更新が必要な施設への対策を加速するとともに、新技術の

積極的な活用等により効率的かつ持続可能なメンテナンスサイクルを実現。 

３．流域ビジネスインテリジェンス（BI）による防災・減災 DX の推進  ［75 億円］ 

流域に関する様々なデジタルデータの取得、取得したデータの蓄積・共有、知りたいことが

一目で分かるようなデータの分析・可視化に関する技術開発を行い、流域治水の自分事化、

インフラの整備や管理、防災対策の省人化・高度化を推進。 

４．ダム等におけるＧＸや下水汚泥資源の肥料活用によるエネルギー・食料課題へ

の対応  ［108億円］ 

国際的な脱炭素化及び気候変動への適応を促進するため、ダム運用の高度化等により治

水機能の強化と水力発電の促進を両立させるハイブリッドダムの取組や、下水道事業者による

創エネ施設の導入への支援等、インフラ分野におけるＧＸを推進。 

５．流域における良好な自然環境や水辺環境の創出による地域活性化の推進  

［93億円］ 

かわまちづくりによる賑わいある良好な水辺空間の創出や河川を基軸とした生態系ネットワ

ークの形成や、雨天時に合流式下水道から越流する下水に対する改善対策の更なる推進な

ど、多様な主体と連携した取組により地域活性化を推進。 

６．水道整備・管理行政の移管に伴う機能強化 ［202億円］ 

国民生活を支えるライフラインである水道について、耐災害性強化対策、広域化等の取組

を支援し、将来にわたり持続可能で強靱かつ安全な水道を実現するとともに、上下水道一体

での効率化、基盤強化に向けた取組を支援し、機能強化を推進。 

 

 

※上記以外に、災害復旧関係費466億円、行政経費10億円、東日本大震災からの復旧関係

費65億円、工事諸費等があるほか、省全体で社会資本整備総合交付金5,065億円、防

災・安全交付金8,707億円、社会資本総合整備（復興）162億円がある。 
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●新規事項 

【流域治水の加速化・深化】 

＜水害常襲地域における流域治水対策の推進＞ 

 流域治水整備事業（直轄事業）と特定都市河川浸水被害対策推進事業

（個別補助事業）の拡充 

浸水リスクに晒される地域において、下流の河川整備を待たずに、早期かつ効率

的に家屋における浸水被害の防止・軽減を図るため、当該地域に貯留機能保全区

域又は浸水被害防止区域を指定する場合には、河川管理者が、宅地のかさ上げ、家

屋の移転等を実施できるよう制度を拡充。 

＜頻発する内水被害への対策強化＞ 

 内水被害等軽減対策計画への予算重点化（社会資本整備総合交付金） 

内水被害の蓋然性が特に高い地域における被害を早期に軽減するため、防災・安

全交付金の要素事業等からなるハード・ソフトを一体とした内水対策を都道府県が

「内水被害等軽減対策計画」として作成し、国が認定する新たな制度を創設し、当該

計画への予算を重点化。また、当該計画に基づき実施する流域貯留浸透事業の現

在の交付要件「500m3以上の貯留機能を持つ施設」について、「複数施設で 500m3以

上」に要件を緩和。 

＜土砂・洪水氾濫対策の加速化＞ 

 総合流域防災事業の拡充（社会資本整備総合交付金） 

全国における土砂・洪水氾濫リスクの高い流域を早期に明らかにし、迅速かつ効

率的に対策を進めるため、土砂・洪水氾濫対策のための計画策定の過程で実施する

対象流域の抽出に係る支援を令和８年度までの時限措置化とするとともに、新たに

「土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画」の策定又は変更に係る支援を追加。 

＜税制特例措置の延長＞ 

 雨水貯留浸透施設の整備に係る課税標準の特例 

特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の規定により認定を受けた雨水貯

留浸透施設整備計画に基づき設置された一定の雨水貯留浸透施設に係る固定資産

税の課税標準の特例措置の適用期限を３年延長。 

 

新規事項等 
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 高規格堤防整備事業に係る課税標準等の特例 

高規格堤防整備事業のために使用された土地に従前権利者が新築する家屋に

ついて、不動産取得税の課税標準及び固定資産税の税額に係る特例措置の適用期

限について、２年間延長。 

 津波避難施設に係る課税標準の特例 

施設所有者等の負担軽減を通じて、地域における緊急的な避難施設の確保を推

進するため、津波防災地域づくり法に基づく避難施設に係る固定資産税の特例措置

の適用期限を３年間延長。 

 除害施設に係る課税標準の特例 

民間事業場等から公共下水道へ排除される下水から、有害物質等を除去する「除

害施設」の設置の促進を通じて、公共用水域の水質保全や下水道機能の確保を図

るため、当該施設に係る固定資産税の特例措置の適用期限を２年間延長。 

【ダム等におけるＧＸや下水汚泥資源の肥料活用によるエネルギー・

食料課題への対応】 

＜下水汚泥資源の肥料利用の推進＞ 

 肥料化施設整備への集中的な支援制度の創設（個別補助事業） 

2030 年までに堆肥・下水汚泥資源の肥料利用量を倍増する目標に向けた取組の

加速化を図るため、下水道事業費補助で民間事業者が整備する関連施設を含め、肥

料化施設の整備を集中的に支援する制度を創設。 

【流域における良好な自然環境や水辺環境の創出による地域活性化の

推進】 

＜合流式下水道改善『2.0』＞ 

 特定水域合流式下水道改善事業の創設（社会資本整備総合交付金） 

雨天時放流水に起因し、依然として水質汚濁が著しい特定の水域において、水環

境へのニーズ・利用用途に応じて、雨水貯留施設の整備等による合流式下水道の改

善対策を推進する特定水域合流式下水道改善事業を創設。 

＜下水道事業における広域化・共同化の更なる推進＞ 

 下水道広域化推進総合事業の拡充（社会資本整備総合交付金） 

下水道事業の広域化・共同化のさらなる促進のため、統廃合する既存施設を活用

し、流量変動に対応するための調整池等に改造する費用を補助対象に追加。 
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【水道整備・管理行政の移管に伴う機能強化】 

＜上下水道一体の取組の加速化＞ 

 上下水道一体効率化・基盤強化推進事業の創設（個別補助事業） 

上下水道一体での事業実施による効率化・基盤強化を進めるため、上下水道一体

的な事業計画の策定や官民連携、新技術の活用等の取組への支援を可能とする補

助事業を創設。 

●その他 

 上下水道科学研究費補助金の創設 

より効率的・効果的な上下水道の整備・管理を推進するため、大学や民間企業等の

研究機関に対して、上下水道の持続と進化に必要な研究・技術開発への助成を実施。 

●新規事業 

 以下の事業について、事前放流など既存ストックを最大限活用する計画を検討した上で、さ

らなる洪水調節機能の増強が必要な場合には、ダムの整備について検討を進める「治水機能

増強検討調査」に着手する。 

（１） 糠
ぬか

平
びら

ダム再生事業 

（２） 太田
お お た

川
がわ

総合開発事業（樽
たる

床
と こ

ダム等） 











×
×

水害リスク情報の充実（浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消） （１／２）

■水害リスク情報の空白域において浸水被害が多発

○ 近年、中小河川等の水害リスク情報の提供を行っていない水害リスク情報の空白域で多くの浸水被害が発生。

○ 水害リスク情報の空白域を解消するため、水防法を改正し、浸水想定区域図及びハザードマップの作成・公表
の対象を全ての一級・二級河川や下水道※に拡大。

○ 洪水浸水想定区域図は令和７年度までに完了を目指し、雨水出水浸水想定区域図は令和７年度までに８割完
了を目指す。

■水防法を改正し、浸水想定区域の指定対象を拡大

※全ての一級・二級河川や下水道とは、住宅等の防護対象のある全ての一級・二級河川や浸水対策を目的として整備された下水道のこと。

・令和元年東日本台風では、堤防が決壊した７１河川のうち４３河川（約６
割）、内水氾濫による浸水被害が発生した１３５市区町村のうち１２６市区
町村（約９割）が水害リスク情報の空白域。

浸水想定区域（洪水及び雨水出水）の指定対象数

水害リスク情報空白域
における浸水被害

中心市街地の浸水
（令和元年8月の前線に伴う大雨）

佐賀県佐賀市

水害リスク情報の空白域における水害事例

宮城県丸森町

丸森町（字神明南地内）の被災状況
（令和元年東日本台風）

まるもりまち あざしんめいみなみちない

河

川

下
水
道

新たに指定対象となる河川及び
その洪水浸水想定区域（イメージ）

公表されている洪水浸水想定区域

浸水想定区域図 ハザードマップ

河 川
（洪水） 令和７年度までに完了※ 令和８年度までに完了目標

下水道
（雨水出水） 令和７年度までに約８００団体完了※ 浸水想定区域図作成後速やかに作成

指定対象河川の拡大イメージ

・河川（洪水浸水想定区域）では約１５，０００河川、下水道（雨水出水浸水想定区域）
では約１，０００団体が新たに指定対象として追加。

凡例
×：人的被害

※ 第５次社会資本整備重点計画KPIに位置付け

新規
事項

 

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践



河川（洪水） 下水道（雨水出水）

事業名 水害リスク情報整備推進事業 内水浸水リスクマネジメント推進事業

浸水想定区域図 ハザードマップ※ 浸水想定区域図 ハザードマップ

実施主体 都道府県 市町村 都道府県、市町村 市町村

補助率 １／３ １／２

支援期間 令和７年度まで 令和８年度まで －

対象 全ての一級、二級河川のうち、防災・安全交付金による河川事業
を実施していない河川

下水道事業（都市下水路を含む）を実施する全ての地方公共団体

備考
（その他注意

事項等）

○支援期間終了後、洪水浸水想定区域図及び洪水ハザードマップの作
成は、原則、効果促進事業による更新のみを対象とする。

○令和８年度以降、原則、都道府県ごとに全ての河川で洪水浸水想定
区域図が公表されていることを防災・安全交付金の河川事業の交付
要件とする。

○浸水想定区域図等の作成に加え、避難行動に資する情報・基盤の整
備や、雨水管理総合計画の策定も本事業の支援対象とする。

○令和８年度以降、最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図が作
成されていることを、雨水対策事業に対する交付金の重点配分の要
件とする※。

水害リスク情報の充実（浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消）（２／２）

■水害リスク情報の空白域解消に資する予算支援制度

※ 都道府県が市区町村に対し事業費の１／３以上を負担する場合に限る。

新規
事項

○ 浸水想定区域図等の作成を支援するため、防災・安全交付金において基幹事業を創設。

・河川事業（ハード整備）と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業として、効果促進事
業により、浸水想定区域図やハザードマップの作成を支援

・下水道の浸水対策事業（ハード整備）の一部として浸水想定区域図の作成又は効果促進事業により
ハザードマップの作成を支援

基幹事業を創設し、ハード整備がない場合であっても浸水想定区域図やハザードマップの作成を支援

既存の
取組

令和４年度
より

※雨水出水浸水想定区域の指定対象団体を対象とする。

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践



今泉慧美
スタンプ



大谷川

西谷川

天満川

賢谷川

宮前川

船坂谷川

田口川

庄川

鳥尾川

有田川

和歌山県

和歌山市

海南市

有田市

田辺市

紀の川市

岩出市

紀美野町

かつらぎ町

九度山町

高野町

湯浅町

広川町

有田川町

日高町

由良町

日高川町

奈良県

有田川水系　洪水浸水想定区域図
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学校施設の水害対策の推進に向けた連携の強化について（依頼） 

 

 近年の頻発化・激甚化する豪雨等により、学校施設においても大きな被害が発生しています。こ

のため、文部科学省では、令和３年12月から「学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研

究協力者会議」（主査：中埜良昭 東京大学生産技術研究所教授）を開催し、今後の学校施設の水

害対策の基本的な考え方や具体的な検討手順等について検討を行い、手引として取りまとめるとと

もに（別添１）、学校設置者に対して本手引を参考としつつ、学校施設の水害対策に取り組むよう

殿 

学校施設の水害対策の推進に当たって、学校設置者と関係部局の間で連携の強化をするよう

お願いします。 



依頼をしているところです（別添２）。 

学校施設の水害対策を適確に検討、実施するためには、ハザード情報の詳細な把握や評価など

において、学校設置者のみでは対応が困難な状況が想定されることから、学校設置者だけでな

く、関係部局（防災担当部局、河川担当部局、下水道担当部局、都市計画担当部局及び住宅・建

築担当部局）等と連携して取り組むことが重要であるため、学校設置者と関係部局においては、

下記の観点から連携の強化をするようお願いいたします。併せて、関係部局における検討の場へ

の学校設置者の参加などの対応もお願いいたします。 

また、管内の市町村においても同様の連携が強化されるよう周知するとともに、市町村との間

の連携にも配慮するようお願いします。 

  

 

記 

 

（１）浸水想定などのハザード情報の共有と知見の提供 

学校施設の水害対策の検討に当たっては、関係部局が所有している浸水想定などのハザー

ド情報等のデータや専門的な知見が必要になるとともに、今後の気候変動、河川整備や下水

道などの排水施設の整備等によりハザード情報は変動する可能性があるため、関係部局にお

いては、学校設置者への適時適切な情報共有や知見の提供に協力いただくようお願いします。 

 

（２）避難所等の機能や、雨水貯留機能や雨水浸透機能の向上など流域治水対策の検討等 

防災担当部局による避難所及び避難場所の機能の向上に関する検討・整備や、河川・下水

道担当部局等の治水担当部局による雨水貯留機能や雨水浸透機能の向上など流域治水対策

に関する検討・整備は、学校教育活動の早期再開等にも資することから、これらの取組に関

する情報や、学校施設における改修及び雨水貯留浸透施設の設置等の整備に関する計画やス

ケジュールなどについて、関係部局と学校設置者間で情報共有し、必要に応じて、協働して

計画の検討を行うなど、適切な連携をお願いします。 

なお、避難所の機能や流域内の雨水貯留機能等の確保のための整備に当たっては、主とし

て教育環境向上を目的とする学校施設整備関係予算以外の補助金等の積極的な活用を検討

いただきたいことから、整備財源の確保についても同様に適切な連携をお願いします。 

 

（３）まちづくりの方向性の情報共有等 

学校施設の水害対策の検討に当たっては、水害リスクの高い土地の開発抑制や安全で利便

性の高い市街地への立地誘導等のまちづくりの方向性を踏まえた検討が必要となる場合があ

るため、まちづくりの方向性の情報共有など、学校設置者と関係部局間で適切な連携をお願

いします。 



（添付資料） 

別添１ 「水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引」（概要） 

別添２ 「学校における水害対策の推進について（通知）」（令和５年５月 30 日付け５文科施第１８７号） 

※手引本文については、下記 HP に掲載しています。 

（URL）https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/063/toushin/mext_00002.html 

（本件担当） 
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 電 話：03-5253-2111（内線 51287） 

メール：yoshiyuki.usui.b6p@cao.go.jp 
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⽔害リスクを踏まえた学校施設の⽔害対策の推進のための⼿引（概要）
〜⼦供の安全確保と学校教育活動の早期再開のための靱やかな学校施設を⽬指して〜

○近年の⽔害による学校施設の被害
・⽔害リスクに対応するため
『流域治⽔』への転換
（令和３年５⽉流域治⽔
関連法制定）

⇒ 流域にかかわるあらゆ
る関係者により治⽔対
策に取り組むことが必要

・学校施設の⽔害対策の
・状況
⇒ 公⽴学校の約２割が

浸⽔想定区域に⽴地※、
うち施設や受変電設備
への浸⽔対策済みは、
約15％

○国の⽔害対策と学校施設の取組
・近年、豪⾬等の⽔害の頻発化・激甚
化により、校舎や屋内運動場等への
浸⽔等の被害が多発
（平成30年7⽉豪⾬ 物的被害667校 など）

・学校教育活動の早期再開にも⽀障
1、2か⽉休校した学校も発⽣したほか、完全な
復旧に１年以上かかるケースがあった ※地域防災計画に要配慮者利⽤

施設として位置づけられた学校令和2年7⽉豪⾬の被害平成30年7⽉豪⾬の被害

学校施設の⽔害対策の基本的な考え⽅ 【第２章】
○流域治⽔等に対して学校施設が担う

役割
《発災時に学校施設として第⼀に果たすべき役割》
・緊急時の児童⽣徒等の安全確保
・学校教育活動の早期再開

《公共施設の⼀つとしての地域防災上の役割》
・地域の避難所や避難場所としての機能
・流域治⽔の取組への参加（⾬⽔貯留浸透機能
の向上等）

○学校設置者と治⽔担当部局や防災担当
l 部局等の連携体制の構築
・ハザード情報や河川整備・まちづくりの⽅向性の把握
に当たって、専⾨的な知⾒をもつ担当部局や、国の
河川事務所と連携

近年の⽔害と学校施設を取り巻く現状 【第１章】

○⽔害リスクを踏まえた浸⽔対策
・ハザード情報について、想定最⼤規模の降⾬による
浸⽔範囲や浸⽔深だけでなく、より発⽣頻度の⾼い
浸⽔想定等※にも着⽬して対策を検討

※例えば年超過確率※1/10など

・発⽣頻度ごとの浸⽔想定に対して、
－事前避難等や、施設整備によらない平時の
点検・確認等の「ソフト⾯」

－施設整備による「ハード⾯」
の両⾯から⽔害対策を検討・実施
・ 他の災害も含めた総合的な安全性を考慮
・ タイムライン（防災⾏動計画）作成など⽔害対策
の実効性の担保

○⼟砂災害防⽌対策
・警戒避難体制の整備、特定開発⾏為の
許可や建築基準法への適合（新築、
改築、⼤規模な修繕・模様替え時）

多段階の浸⽔想定図
（図右肩の数は年超過確率※）

しな

※年超過確率1/10の降⾬とは、毎年、１年間
にその規模を超える降⾬の発⽣する確率が1/10
（10%）の規模の降⾬。対して想定最⼤規模
の降⾬とは、年超過確率1/1,000程度の降⾬。 1

t-kamei
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 別添１
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地⽅公共団体の関係部局等との連携体制の構築

ハザード情報の整理

施設の脆弱性の確認、
対策の⽅向性・優先度
の検討

○ハザード情報や河川整備等の共有など専⾨的な知⾒をもつ関係部局
等※と連携して検討する体制を構築
※河川担当、下⽔道担当、港湾担当、国の河川事務所や都道府県の河川担当部局 等

個々の学校施設の
対策内容・整備⽅針等の検討

○河川等のハザード情報※を基に、学校ごとにハザード情報を整理
※洪⽔・内⽔・⾼潮の浸⽔想定区域図、多段階の浸⽔想定図（年超過確率別の想定
浸⽔深など）、浸⽔履歴、河川の計画・整備を踏まえた浸⽔想定 など

[施設の脆弱性の確認]
○過去の被害、現在の学校
整備の状況等に応じて浸⽔
時に想定される被害や影響
を確認

[対策の⽅向性の検討]
○学校周辺の浸⽔深と頻度
からハード・ソフト両⾯から対
策を講じる範囲を検討
【例１】想定される浸⽔深は⼤きいが、
発⽣頻度が低い場合、事前避難等の
ソフト⾯の対策を前提とし、ハード⾯も
検討
【例２】想定される浸⽔深は⼤きくない
が、発⽣頻度が⾼い場合、ハード⾯の
対策を基本に検討

[優先度の検討]
○ハザード情報を踏まえ学校
の優先度を検討

[対策⽬標浸⽔規模※の設定]
○対策⽬標ごとに対策⽬標浸⽔規模※

を設定
・緊急時の児童⽣徒等の安全確保
→想定最⼤規模の浸⽔想定を踏まえて設定

・学校教育活動の早期再開に資する被害軽減・復旧
の対策
→施設の使⽤期間（学校施設の⻑寿命化対策
で⽬安としている80年）に経験する可能性の
⾼い浸⽔想定を基本に設定

※対策⽬標浸⽔規模とは、対策⽬標を達成するため
に実施する⽔害対策の対象とする想定浸⽔深など

[ハード・ソフト対策の設定]
[整備⽅針・計画の検討]
○学校ごとの実情に応じて、例えば以下の
とおり検討
・ 想定浸⽔深が⼤きく浸⽔が⾼頻度かつ施設に脆弱
性がある優先度の⾼い学校を迅速に整備

・ ⽔害リスクを踏まえ⻑寿命化改修計画との調整、特
に重要な対策は早期に重点的に整備

・ まちづくり計画による⾼台移転の検討との連携

国・都道府県・市町村等の関係者で実施する『流域治⽔協議会』等との連携に加え、
・浸⽔被害を踏まえ、学校以外の公共施設も含め全庁的に検討する体制の構築
・河川・防災担当等で検討する既存の体制に教育委員会が参加 などが考えられる

：学校教育活動の早期再開のために重要なエリアの浸水を防ぐ ：敷地や建物内の浸水を防ぐ ：復旧までの期間を最小限にとどめる

（破線）：学校毎に個別検討を行う対策（オプション）（実線）：実施が望ましい対策

・浸⽔頻度と想定浸⽔深に応じて、学校ごとに対策モデルに当てはめて検討
・⽔害対策の詳細は、施設の改修等の設計の際に学校の意⾒も伺いつつ検討

○年超過確率別の浸⽔想定図と学校の位置の重ね合わせ

○学校ごとのハザード情報の整理表（年超過確率別の想定浸⽔深）の作成
→学校の近隣⼀帯が浸⽔する恐れがあるか等を把握できる

→国管理河川の場合、データを保有する河川事務所と相談し、整理表を作成

＜留意事項＞

○学校教育活動の早期再開のための対策モデルを活⽤した検討

＜連携体制の構築と検討⼿順＞
学校施設の⽔害対策の検討⼿順等（学校設置者と関係部局等が連携して検討）【第３章】

流域内の⾬⽔貯留浸⽔機能の向上に
資する取組の検討 2
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緊急時に児童⽣徒等の安全を確保するための対策 学校教育活動の早期再開のための施設の被害軽減・早期復旧対策

（ソフト⾯）
○学校を中⼼に、危機管理マニュアルや気象情報等に即した的確な対応など
ソフト⾯の対策が前提※危険が予測される場合は学校に来させない、早めに下校させる

○臨時休業等の事前の対応がない中で、局地的な豪⾬など突発的な気象災
害が発⽣した場合も想定しておくことが必要

（ハード⾯）
○併せて学校設置者と学校が連携してハード⾯の対策も検討することが重要

○児童⽣徒等の安全に万全を期す観点から、想定最⼤規模の浸⽔想定図を
踏まえ、想定した対策の検討が重要

○①避難場所や避難経路、②避難誘導のためのバリアフリー化、③上階に垂
直避難する場合の対策などを確認

○まちづくり計画による⾼台整備の検討があった際は、関係部局と連携した学
校の⾼台移転の検討も考えられる

[対策のポイント]
（ソフト⾯）
○平時の点検・確認等のソフト⾯は、学校設置者と学校が連携し、ハード⾯の対策
に関わらず着実に取り組む。台⾵等の気象情報が発表された際は、学校を中⼼
に応急措置を迅速に実施できるよう平時から準備

（ハード⾯）
○ハード⾯の対策は、学校設置者と学校が連携して検討。

○変電設備等が浸⽔から守られ、普通教室・職員室等が利⽤可能な状態であるこ
とが重要。

○想定浸⽔深に応じて、①重要なエリアへの浸⽔を防ぐ、②可能なら敷地や建物内
への浸⽔を防ぐ、③浸⽔を防げない場合でも復旧期間や費⽤を最⼩限にとどまる
ように⼯夫する、という考え⽅で対策の内容を検討。

[施設整備によらない平時の点検・確認等の対策例︓ソフト⾯]

[対策例︓ハード⾯]

[対策例︓ハード⾯]

[対策のポイント]

受変電設備のかさ上げ

ピロティによる高床化

学校施設の⽔害対策のポイント・対策例（学校設置者と学校等が連携して検討・実施）【第４章】

○床下換気⼝への浸⽔対策
（⽌⽔板等）
○逆流防⽌弁の導⼊
○コンセント位置の修正
○内装材の⼯夫
○オーバーフロー管の設置 等

止水板の設置
（給食室への浸水を防ぐ）

国による推進⽅策 【第５章】
○関係省庁との連携 ○財政的な⽀援 ○災害復旧事業の運⽤改善 ○学校設置者への情報提供や技術的⽀援 ○防災教育への活⽤ 3



５文科施第 187 号  

令和５年５月 30 日  

各 都 道 府 県 知 事 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

附属学校を置く各国公立大学法人の長 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体の長 

 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長 

笠 原   隆 

（ 公 印 省 略 ） 

 

文部科学省総合教育政策局長 

藤 江   陽 子 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

学校における水害対策の推進について（通知） 

 

 

 近年の頻発化・激甚化する豪雨等により、学校施設においても大きな被害が発生しています。また、

全国の公立学校の約 20％が浸水想定区域に立地していますが、浸水対策が十分であるとはいえない

状況にあります。また、令和３年度の流域治水関連法の制定等により、学校を含めた、流域に関わる

全ての関係者による治水対策の取組が求められています。 

 こうしたことを受け、文部科学省としては、学校の水害対策に資する方策について、下記のとおり

とりまとめました。各学校設置者や学校におかれては、これらを参考の上、ハード面・ソフト面の両

面から水害対策を推進するようお願いします。 

なお、各都道府県におかれては、所管の学校法人等に対して、各都道府県教育委員会におかれては、

所管の学校及び域内の市区町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)に対して、各指定都市教育

委員会におかれては、所管の学校に対して、附属学校を置く各国立大学法人におかれては、所管の附

属学校に対して、構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)第 12 条第 1 項の認定を受けた地方

公共団体の長におかれては、所轄の学校設置会社に対して、周知をお願いします。 

殿 

学校の水害対策に資する方策として、「水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のた

めの手引」と「マイ・タイムライン」に関する情報をまとめましたので、お知らせします。各学

校におかれては、これらを参考に水害対策の推進に取り組むようお願いします。 

t-kamei
テキストボックス
 別添２

t-kamei
タイプライターテキスト


t-kamei
タイプライターテキスト
（写）



記 

 

１．「水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引  ～子供の安全確保と学校教育

活動の早期再開のための靱
しな

やかな学校施設を目指して～」について 

 

文部科学省では、令和３年 12 月から「学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力

者会議」（主査：中埜良昭 東京大学生産技術研究所教授）を開催し、今後の学校施設の水害対策の

基本的な考え方や具体的な検討手順等について検討を行い、このたび、手引として取りまとめました

（別添）。 

 本手引では、①水害に対して学校施設が担う役割、②水害リスクを踏まえた浸水対策の必要性、

③治水担当や防災担当の関係部局との連携体制の構築等の基本的な考え方を踏まえて、想定される

浸水の深さや発生頻度等を踏まえた学校施設の水害対策の方向性や優先度、個々の学校施設の対策

内容等の水害対策の具体的な検討手順等を示しています。 

各学校設置者におかれては、本手引を参考としつつ、関係部局等からの協力を得ながら、学校施設

の水害対策に取り組んでいただくようお願いいたします。なお、整備に際しては、老朽化対策などの

整備と合わせて実施することも視野に入れ、検討をいただくようお願いいたします。 

なお、本手引を踏まえて学校施設の水害対策に取り組むに当たり、治水担当部局、防災部局等に対

しても、教育委員会等の学校設置者との連携の強化を要請する事務連絡を、内閣府（防災担当）及び

国土交通省との連名で発出していることを申し添えます。 

（別添資料） 

「水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引」（概要） 

※手引本文等については、下記 HP に掲載しています。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/063/toushin/mext_00002.html  

 

 

２．水害に備えた防災教育（マイ・タイムラインの活用）について 

 

マイ・タイムラインとは住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）であり、台風等の接近に

よる大雨によって河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、

自ら考え命を守る避難行動のための一助とするものです。その検討過程では、市区町村が作成・公表

した洪水ハザードマップを用いて、自らの様々な洪水リスクを知り、どのような避難行動が必要か、

また、どういうタイミングで避難することが良いのかを自ら考え、さらには、家族と一緒に日常的に

考えるものです。 

マイ・タイムラインを作成することで「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を可視化し、共有す

ることができます。いざというときに、それぞれが先を見越しながら適切に対応することができるだ

（QR コード） 



けでなく、災害対応時にチェックリストとしても活用が可能です。また、その作成過程において防災

や災害に関する基本的知識の学習に加えて、台風や大雨といった災害のイメージを具体的に描きなが

らより実践的・実効的な防災教育が期待できます。 

水害対策の推進に当たっては、各自治体の関係部局との連携や各地域の水防団（消防団）から協力

を得ることが有効です。また、各地方整備局の河川事務所等において、マイ・タイムライン講習会等

が開催されている事例があり、学校からの要請を受けて講師の派遣が行われているほか、国土交通省

や地方公共団体がマイ・タイムライン作成支援のための資料を作成し、Web ページで公表されている

のであわせてご活用ください。 

 

これらのマイ・タイムラインに関する情報は、１の手引に関する情報とともに、学校における水害

対策として、文部科学省の学校安全ポータルサイトにて集約・公表していますので、ご活用ください。 

 

 

（参考資料１） 

文部科学省 学校安全ポータルサイト 

※「学校の水害対策について」の特設ページはこちら 

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/suigaibousai/index.html 

 

 

 

 

（参考資料２） 

 国土交通省 マイ・タイムライン 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/tisiki/syozaiti/mytimeline/index.html 

 

 

 

 

（参考資料３） 

  国土交通省 防災教育ポータル 

 （防災教育に取り組んでいただく際に役立つ情報・授業で使用できる動画等のコンテンツを収録したポータルサイト） 

  https://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html 

  

（QR コード） 

（QR コード） 

（QR コード） 



【問い合わせ先】 

                              （１．に関すること） 

大臣官房文教施設企画・防災部 

参事官（施設防災担当）付 

亀井、勝又 

電 話：03-5253-4111（内線 3184） 

メール：bousai@mext.go.jp 

 

                              （２．に関すること） 

総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室防災教育係 

林、奥矢 

電 話：03-5253-4111（内線 2670） 

メール：anzen@mext.go.jp 



「顕著な大雨に関する気象情報」を、より早く、提供します

「明るいうちから早めの避難」 ･･･ 段階的に対象地域を狭めていく

「迫りくる危険から直ちに避難」 ･･･ 段階的に予測時間を延ばしていく
※具体的な情報発信のあり方や避難計画等への活用方法について、情報の精度を踏まえつつ有識者等の意見を踏まえ検討

情報の改善

線状降水帯の雨域
を楕円で表示

令和３(2021)年
線状降水帯の発生を
お知らせする情報
(6/17提供開始)

令和４(2022)年～
広域で半日前
から予測

令和６(2024)年～
県単位で半日前
から予測

令和８(2026)年～
2～3時間前を目標に

発表

令和11(2029)年～
市町村単位で危険度の把
握が可能な危険度分布形
式の情報を半日前から提供

・線状降水帯による大雨の可能性をお伝え

今回の新たな運用

・線状降水帯の雨域を表示

「顕著な大雨に関する
気象情報」の発表条
件に達した地域を地
図上で大まかに把握で
きるよう、気象庁HPの
「雨雲の動き」、「今後
の雨」の地図上に赤楕
円で表示する。実況で
解析された楕円を赤の
実線で、10～30分先
に解析された楕円はす
べて赤の破線で表示。

顕著な大雨に関する和歌山県気象情報 第１号
令和５年６月２日１２時０１分 和歌山地方気象台発表
（見出し） 和歌山県北部では、線状降水帯による非常
に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険
が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急
激に高まっています。

大雨と高波に関する和歌山県気象情報 第４号
令和５年６月２日０６時３０分 和歌山地方気象台発表

（見出し） 近畿地方では、２日午前中から夜にかけて
線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高
まる可能性があります。また、和歌山県では、３日明け
方にかけて・・・

和歌山地方気象台

令和５年
5月25日から運用

令和５(2023)年～
最大30分程度早く

発表
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